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令和７年度設計業務委託等技術者単価について（通知）

標記について、国土交通省から、同省における設計業務委託等給与実態

調査に基づき別紙第１のとおり決定した旨の連絡があったので、適用に当

たっての特例措置について別紙第２のとおり定め、令和７年３月１日から

適用することとしたので通知する。

添付書類：別紙第１及び別紙第２

配布区分：整備計画局施設計画課、建設制度官、提供施設計画官



別紙第１









別紙第２

令和７年３月から適用する設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置

１ 措置の概要

令和７年度設計業務委託等技術者単価（以下「新技術者単価」という。）の適用に伴

い、２に定める業務の受注者は、設計等技術業務委託契約書第６４条又は事業監理業務

委託契約書第５３条の規定に基づいて業務委託料の変更の協議を請求することができる

ものとする。

２ 具体的な取扱い

令和７年３月１日以降に契約を締結する業務のうち、令和６年度設計業務委託等技術

者単価について（防整技第３２４２号。令和６年２月２１日）別紙第１を適用している

ものについては、次の方式により算出された業務委託料に契約を変更するものとする。

変更後の業務委託料＝Ｐ新×k

この式において、「Ｐ新」及び「k」は、それぞれ次に掲げるものとする。

Ｐ新：新技術者単価及び当初契約時点の物価による積算に係る予定価格

ｋ ：当初契約時点の落札率

３ その他

２に定める業務の受注者に対しては、本特例措置について説明するものとする。


